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Ⅷ 令和７年度宮城県立特別支援学校高等部・専攻科及び支援学校高等学園等入学者募集要項 

 

学 校 名 
部 
科 

学  科 
修業 
年限 

募集
定員

出  願  資  格 出 願 書 類 出 願 期 間 選考方法 選 考 日 合格発表日 

視覚支援学校 

高 
 
等 
 
部 

普 通 科 

３ 

１１
 学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の視覚障害がある者で、令
和７年３月末日までに、中学校、特別
支援学校（視覚障害）中学部を卒業し
た者若しくは卒業見込みの者、義務教
育学校を卒業した者若しくは卒業見込
みの者又は中等教育学校の前期課程を
修了若しくは修了見込みの者で宮城県
内に住所を有する者 

入学願書 

 

特別支援学
校長等が指
定した書類

令和７年 
２月１０日
（月） 

 
から 
 

２月１４日
（金） 

 
午前11時 

 
まで 

出願書類 
 

諸検査等 
（学校ごと
に定める）

 
 
 

令和７年 
３月４日 
(火) 
 

※追検によ
る選考日

 
令和７年 
３月７日 
（金） 

令和７年 
３月１３日 

(木） 
 

午後３時 
 

保健理療科 ８ 

専 
 
攻 
 
科 

理 療 科      

３ 

８ 
 学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の視覚障害がある者で、令
和７年３月末日までに、高等学校、特
別支援学校（視覚障害）高等部を卒業
した者若しくは卒業見込みの者又は中
等教育学校後期課程を修了若しくは修
了見込みの者で宮城県内に住所を有す
る者 

保健理療科 ８ 

聴覚支援学校 

高 
 
等 
 
部 

普通科 

３ 

８  学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の聴覚障害がある者で、令
和７年３月末日までに、中学校、特別
支援学校（聴覚障害）中学部を卒業し
た者若しくは卒業見込みの者、義務教
育学校を卒業した者若しくは卒業見込
みの者又は中等教育学校の前期課程を
修了若しくは修了見込みの者で宮城県
内に住所を有する者 

工業技術科 ８ 

生活デザイン科 ８ 

専 
 
攻 
 
科 

産業工芸科 

２ 

８  学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の聴覚障害がある者で、令
和７年３月末日までに、高等学校、特
別支援学校（聴覚障害）高等部を卒業
した者若しくは卒業見込みの者又は中
等教育学校後期課程を修了若しくは修
了見込みの者で宮城県内に住所を有す
る者 

機械システム科 ８ 

被 服 科 ８ 

理 容 科 ８ 

船岡支援学校 

高 
 
等 
 
部 

普 通 科 ３ ２０

 学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の肢体不自由がある者で、
令和７年３月末日までに、中学校、特
別支援学校（肢体不自由）中学部を卒
業した者若しくは卒業見込みの者、義
務教育学校を卒業した者若しくは卒業
見込みの者又は中等教育学校の前期課
程を修了若しくは修了見込みの者で宮
城県内に住所を有する者 

西多賀支援学校 
 

（病 弱） 

高 
 
等 
 
部 

普 通 科 ３ １１

 学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の病虚弱である者で、令和
７年３月末日までに、中学校、特別支
援学校（病弱）中学部を卒業した者若
しくは卒業見込みの者、義務教育学校
を卒業した者若しくは卒業見込みの者
又は中等教育学校の前期課程を修了若
しくは修了見込みの者で宮城県内に住
所を有する者 

山元支援学校 
 

（病 弱） 

高 
 
等 
 
部 

普 通 科 ３ ３ 

 学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の病虚弱である者で、重度
重複障害（療育手帳Ａ又は身体障害者
手帳１級相当に該当）があり、令和７
年３月末日までに、中学校、特別支援
学校（病弱）中学部を卒業した者若し
くは卒業見込みの者、義務教育学校を
卒業した者若しくは卒業見込みの者又
は中等教育学校の前期課程を修了若し
くは修了見込みの者で宮城県内に住所
を有する者 
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 【様式第８号－２】 

 

受検上の配慮通知 

令和  年  月  日

 

 

              校長 殿 

 

 

                                   校長 公印 

                        

 

 令和  年  月  日付けで申請のあったこのことについては、下記のとおりです。 

 

                    記 

 

 

出願者氏名  

出願学科等 （      ）部（      ）科 

配慮事項について  
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学 校 名 
部 
科 

学  科 
修業 
年限 

募集
定員

出  願  資  格 出 願 書 類 出 願 期 間 選考方法 選 考 日 合格発表日 

光明支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ ３５

学校教育法施行令第２２条の３に規
定する程度の知的障害（※１）がある
者で、令和７年３月末日までに、中学
校、特別支援学校（知的障害）中学部
を卒業した者若しくは卒業見込みの者、
義務教育学校を卒業した者若しくは卒
業見込みの者又は中等教育学校の前期
課程を修了若しくは修了見込みの者で
宮城県内に住所を有する者 
 
 
 
 
（※１） 
 「学校教育法施行令第２２条の３に規 
定する程度の知的障害」 

  １ 知的発達の遅滞があり、他人との 
  意思疎通が困難で日常生活を営むの 
  に頻繁に援助を必要とする程度のも 
  の 
 ２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲 
  げる程度に達しないもののうち、社 
  会生活への適応が著しく困難なもの 

入学願書 
 
特別支援学
校長等が指
定した書類

令和６年
12月12日
（木） 

 
から 
 

12月26日
（木） 

 
午後４時
まで 

出願書類
 

諸検査等
（学校ごと
に定める）

 

令和７年 
１月１６日
（木） 

 
※追検によ
る選考日

 
令和７年 
１月２０日
（月） 

令和７年 
１月２３日 

(木) 
 

午後３時 
 

石巻支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ ３８

気仙沼支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １９

名取支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １９

角田支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １６

迫支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １１

金成支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １９

古川支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ ２２

山元支援学校 
（知的障害） 

高
等
部 

普 通 科      ３ １１

利府支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ １９

小松島支援学校 
高
等
部 

普 通 科      ３ ２４

秋保かがやき 
支 援 学 校 

高
等
部 

普 通 科 ３ １１

松陵支援学校 
高
等
部 

普 通 科 ３ １１

西多賀支援学校 
（知的障害） 

高
等
部 

普 通 科      ３ ６ 

知的障害のある重度重複障害者（療
育手帳Ａかつ身体障害者手帳１級相当
に該当する者。）で、令和７年３月末
日までに、中学校、特別支援学校（知
的障害）中学部を卒業した者若しくは
卒業見込みの者、義務教育学校を卒業
した者若しくは卒業見込みの者又は中
等教育学校の前期課程を修了若しくは
修了見込みの者で宮城県内に住所を有
する者 
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学 校 名 
部 
科 

学  科 
修業 
年限 

募集
定員

出  願  資  格 出 願 書 類 出 願 期 間 選考方法 選 考 日 合格発表日 

岩沼高等学園 
高 
等 
部 

産業技術科 ３ ４０

 知的発達の遅滞があり、他人との意
思疎通に軽度の困難があり日常生活を
営むのに一部援助が必要で、社会生活
への適応が困難である程度の者で、令
和７年３月末日までに、中学校、特別
支援学校（知的障害）中学部を卒業し
た者若しくは卒業見込みの者、義務教
育学校を卒業した者若しくは卒業見込
みの者又は中等教育学校の前期課程を
修了若しくは修了見込みの者で宮城県
内に住所を有する者 

入学願書 
 
特別支援学
校長等が指
定した書類

令和６年
12月12日
（木） 

 
から 
 

12月26日
（木） 

 
午後４時
まで 

出願書類 
 

諸検査等 
（学校ごとに
定める。ただ
し、学力検査
問題は、宮城
県教育委員会
で定める。）
 

令和７年
１月１６日 
（木） 

 
※追検によ
る選考日 

 
令和７年
１月２０日 
（月） 

令和７年 
１月２３日 

(木) 
 

午後３時 
 

岩 沼 高 等 学 園 
川崎キャンパス 

高 
等 
部 

産業技術科 ３ 
８ 
 

小牛田高等学園 
高 
等 
部 

普 通 科      ３ ２４

女 川 高 等 学 園 
高 
等 
部 

産業技術科 ３ ２４

秋 保 か が や き 
支 援 学 校 

高 
等 
部 

産業技術科 ３ ３２

 

    高等学園の学力検査の日程は、次の表のとおりとする。 
 

   時 間 
 

月 日  ９：３０     １０：１５  １０：３５    １１：２０ 
 
１月１６日（木） 
 

諸注意等 （１）国語 休憩 （２）数学 

   
他の諸検査等は各学校の日程による 

  

＜留意事項＞ 

１  イ 中学校卒業若しくは卒業見込みの者、義務教育学校卒業若しくは卒業見込みの者又は中等教育学校前期課程を修了 

若しくは修了見込みの者で、特別支援学校（知的障害）(高等学園を含む)を志願する場合は、特別支援学級（知的障 

害）在籍が条件である。 

ロ ただし、中学校卒業若しくは卒業見込みの者、義務教育学校卒業若しくは卒業見込みの者又は中等教育学校前期課 

程を修了若しくは修了見込みの者で、通常の学級又は特別支援学級（知的障害以外）に在籍している場合は、知的障 

害を証明する書類（療育手帳の写し等）又は市町村教育委員会で設置している就学支援委員会が知的障害があると判 

断したことを証明する書類（就学支援委員会資料の写し等）を添付した市町村教育委員会教育長の証明書のいずれか 

を出願書類に添付することにより受検を可とする。 

 

２ 上記の宮城県立特別支援学校高等部・専攻科及び支援学校高等学園等を志願する者は、原則として事前に教育相談を受 

けること。 

      ※ 詳しい内容については、各学校に照会すること。 

 

３ 出願できる特別支援学校高等部・専攻科及び支援学校高等学園等は一つの学校に限るものとする。出願した学校に合格 

 した場合には、公立高等学校の第一次募集及び公立特別支援学校の第二次募集を併願することは認めない。また、第二次 

 募集で合格した場合は、他の公立学校に出願することはできない。 

 

４ 特別支援学校高等部及び支援学校高等学園等に出願できる者は、原則として出願時点で高等学校、中等教育学校の後期 

 課程、高等専門学校、特別支援学校高等部及び支援学校高等学園のいずれにも在学していない者とする。 
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